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同
和
問
題
に
関
す
る
偏
見
や
差
別
意
識

か
ら
、
結
婚
に
お
け
る
差
別
、
差
別
発
言
、

差
別
落
書
き
等
の
人
権
問
題
が
依
然
と
し

て
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

同
和
対
策
審
議
会
答
申
を

あ
ら
た
め
て
読
み
返
そ
う
！

昭
和
35
年
に
設
置
さ
れ
た
同
和
対
策
審
議

会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
「
同
和
地
区
に

関
す
る
社
会
的
及
び
経
済
的
諸
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
基
本
的
方
策
」
に
つ
い
て
諮
問

を
受
け
、
昭
和
40
年
に
「
同
和
問
題
は
人
類

普
遍
の
原
理
で
あ
る
人
間
の
自
由
と
平
等
に

関
す
る
問
題
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
課

題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、(

中
略)

こ
れ
を

未
解
決
に
放
置
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ

な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
早
急
な
解
決
こ
そ

国
の
責
務
で
あ
る
」
と
述
べ
、
部
落
問
題
の

解
決
に
向
け
た
課
題
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
答
申
は
50
年
前
の
も
の
で
、
状
況
は

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
政
府
が

「
部
落
問
題
の
解
決
を
国
策
と
し
て
取
り
組

む
」
こ
と
を
初
め
て
確
認
し
た
歴
史
的
な
文

書
と
い
え
ま
す
。
答
申
は
４
年
近
く
か
け
て

慎
重
な
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

答
申
で
は
、
同
和
問
題
を
「
現
代
社
会
に

お
い
て
も
、
な
お
著
し
く
基
本
的
人
権
を
侵

害
さ
れ
、
も
っ
と
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
社

会
問
題
」
と
捉
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
部
落
差
別
が
、

①
過
去
の
問
題
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事

実
に
基
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

②
永
久
に
未
解
決
の
も
の
で
は
な
く
、
必

ず
解
決
す
る
が
自
然
に
な
く
な
る
も
の

で
は
な
い
こ
と

③
「
心
理
的
差
別
」
と
「
実
態
的
差
別
」
が

相
互
に
因
果
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

部
落
地
名
総
鑑
事
件
か
ら
40
年

さ
ら
に
今
年
は
、
部
落
地
名
総
鑑
事
件
発

覚
か
ら
40
年
が
経
過
し
ま
す
。
部
落
地
名
総

鑑
事
件
と
は
、
興
信
所
や
探
偵
社
が
、
全
国

の
部
落
の
名
称
、
所
在
地
、
戸
数
、
主
な
職

業
な
ど
を
都
道
府
県
別
に
記
載
し
た
差
別
図

書
を
ひ
そ
か
に
出
版
し
、
こ
れ
ら
の
図
書
を

多
数
の
大
企
業
な
ど
が
極
秘
資
料
と
し
て
購

入
し
た
事
件
で
す
。
近
年
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
を
使
っ
て
部
落
の
地
名
が

流
さ
れ
る
事
件
が
多
発
す
る
な
ど
、
差
別
書

き
込
み
は
後
を
絶
た
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。

土
地
差
別
調
査
事
件
が
発
覚

平
成
19
年
大
阪
府
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の

開
発
業
者
か
ら
土
地
調
査
の
依
頼
を
受
け
た

リ
サ
ー
チ
会
社
が
、
同
和
地
区
の
地
域
を

「
不
人
気
地
域
」「
敬
遠
さ
れ
る
エ
リ
ア
」
な

ど
差
別
的
表
現
で
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
発

覚
し
ま
し
た
。
滋
賀
県
で
も
「
宅
地
建
物
取

引
業
に
お
け
る
人
権
問
題
に
関
す
る
指
針
」

が
定
め
ら
れ
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
取

引
物
件
の
所
在
地
が
同
和
地
区
で
あ
る
か
な

い
か
、
同
和
地
区
を
校
区
に
含
む
か
ど
う
か

等
に
つ
い
て
、
調
査
、
報
告
や
教
示
を
行
わ

な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

住
民
票
写
し
等
の
不
正
取
得
防
止
に

向
け
て
本
人
通
知
制
度
に
登
録
を
！

平
成
23
年
に
は
、
東
京
都
内
の
法
律
事
務

所
が
仲
介
業
者
を
通
じ
、
全
国
各
地
の
探
偵

社
や
調
査
会
社
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
大
量

の
戸
籍
謄
本
等
の
不
正
取
得
を
繰
り
返
し
た

事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
不
正

行
為
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
る
と
と

も
に
、
重
大
な
人
権
侵
害
に
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

市
に
は
、
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本

な
ど
の
証
明
書
を
代
理
人
や
第
三
者
に
交
付

し
た
時
、
事
前
登
録
が
あ
る
人
に
証
明
書
を

交
付
し
た
事
実
を
お
知
ら
せ
す
る
「
住
民
票

の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
係
る
本
人
通
知

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。（
※
証
明
書
の
交
付
に

制
限
を
か
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

こ
の
制
度
に
よ
り
、
証
明
書
の
不
正
請
求

の
早
期
発
見
や
不
正
取
得
の
抑
止
が
期
待
で

き
ま
す
。
身
元
調
査
な
ど
に
悪
用
さ
れ
な
い

よ
う
「
本
人
通
知
制
度
」
を
積
極
的
に
活
用

し
ま
し
ょ
う
。

本
人
通
知
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

市
　
市
民
窓
口
課
（
米
原
庁
舎
）
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学生たちがもつ一面的な部落観

え
せ
同
和
行
為
に
つ
い
て

え
せ
同
和
行
為
と
は
、
同
和
問
題
を
口
実

に
し
て
「
同
和
問
題
は
怖
い
問
題
で
あ
り
、

で
き
れ
ば
避
け
た
い
」
と
い
う
人
々
の
誤
っ

た
意
識
を
利
用
し
て
、
高
額
な
書
籍
な
ど
を

売
り
つ
け
た
り
す
る
不
当
な
要
求
行
為
を
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
同
和
問
題
に
対
す
る
誤
っ

た
意
識
を
植
え
付
け
、
新
た
な
差
別
意
識
を

生
む
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
え
せ

同
和
行
為
を
な
く
す
た
め
に
は
同
和
問
題
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、
不
当

な
要
求
に
は
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
態
度
で
拒
否
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
て
…

同
和
問
題
は
日
本
固
有
の
人
権
問
題
で
あ

り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
33
年
間

の
特
別
対
策
が
行
わ
れ
一
定
の
成
果
が
得
ら

れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
悪
質
・

陰
湿
な
差
別
書
き
込
み
を
は
じ
め
、
土
地
差

別
調
査
や
戸
籍
等
の
不
正
取
得
事
件
の
発
生

な
ど
、
同
和
問
題
の
解
決
を
阻
む
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
侵
害
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

部
落
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差

別
と
私
た
ち
自
身
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
時
に
差
別
の
加

害
者
と
な
っ
た
り
、
被
害
者
と
な
っ
た
り
、

誰
も
が
複
雑
な
関
係
の
中
で
生
活
し
て
い
る

の
が
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
は
、
同
和
対
策
審
議
会
答
申
か
ら
50

年
の
節
目
の
年
で
す
。
改
め
て
答
申
の
意
義

を
振
り
返
り
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら

ゆ
る
差
別
の
解
消
と
人
権
が
大
切
に
さ
れ
る

社
会
の
実
現
に
向
け
、
取
組
を
進
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

私は大学で部落問題に関する講義を担当しています

が、学生たちに部落問題を教えていて感じるのは、学生

たちが被差別部落（以下、部落という）に対してもって

いるイメージがあまりにも一面的で、実際の部落とかけ

離れているということです。

私の講義の受講生を対象に実施したアンケートによる

と、部落についてどのようなイメージをもっているかと

いう設問では、「暗い」「貧しい」「閉鎖的」というイメ

ージが毎回、多くあがります。

私が教えている学生に小中高時代に部落についてどの

ようなことを習ったか、聞いてみると、部落差別が現在

でも厳しく存在しているということと、江戸時代の身分

制度について習ったという学生が多くいます。そして、

その授業では部落差別の厳しさが抽象的に強調されただ

けで、部落ではどのような人たちがどのような暮らしを

しているのかといった、現在の部落の実態については一

切ふれません。

そのため、そのような教育を受けた児童や生徒たちは、

具体的な部落のイメージが伝えられないまま、「いまの

時代、そんなに厳しく差別されるのだったら、部落とい

うところはよっぽど周囲とは違った場所なのだろう」と

思ってしまうのです。これが「暗い、貧しい、閉鎖的」

という部落のイメ

ージを強めている

のでしょう。

こうしたことは

大学生だけではな

く、多くの市民に

も共通してみられ

る傾向ではないで

しょうか。

一面的な部落観

を克服するような

教育・啓発が望ま

れます。

米原市人権尊重のまちづくり審議会会長
（関西大学 社会学部教授)

石元 清
き よ

英
ひ で

さん

９月は同和問題啓発強調月間
人権意識の高揚を図り差別意識が解消されるよう、県と市では集中的

に啓発行事を実施します。
●街頭啓発　９月１日（火）ＪＲ米原駅ほか、県内各地の店舗等

じんけんフェスタしが2015
日　時 ９月23日（水・祝）10時～16時（入場無料）
場　所 草津市立草津クレアホール（草津市野路6丁目15 -11）
テーマ 「マスメディアと人権」
内　容 記念講演「動乱の二十一世紀を読み解く」(手

て

嶋
しま

龍一
りゅういち

さん)
サンドアートパフォーマンス
人権啓発パネル展、世界のグルメ広場　など


